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政

之

南
宋
代
よ
り
元

・
明
代
に
お
け
る
河
北
で
の
曹
洞
禅
者
の
動
向
に
つ
い

て
は
、

す
で
に
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
た
が
こ
の
小
論
で
は
、
諸
山
に

列
せ
ら
れ
た
少
林
寺
の
隆
盛
の

一
時
代
前
、
す
で
に
曹
洞
禅
者
の
活
動

の
拠
点
と
な
つ
て
い
た
山
東
省
済
南
府
長
清
県
の
泰
山
霊
巌
寺
に
つ
い

て
考
え

て
み
た
い
。
さ
て
、
霊
巌
寺
に
つ
い
て
は
康
熈
25
年

(
1
6
9
6

)
成

立
の

〔霊
巌
志
〕
(
6
巻
)
が
あ
り
、
ま
た
此
地

の
金
石
文
を
揖
め
た

〔山
左
金
石
志
〕
〔山
左
訪
碑
録
〕
等
が
あ
る
が
、
特
に
注

目
す

べ
き

は
嘉
靖

34
年

(
1
5
5
5

)
成
立
の
東
洋
文
庫
蔵

〔泰
山
志
〕
(
2
0巻)
の
存

在
で
あ
る
。
特
に
そ
の
巻
1
5
-
1
8に
収
さ
れ
る
多
く
の
碑
文
と
、
そ
れ

ら
に
対
す
る
編
者
の
考
証
の
部
分
は
、
南
宋
以
後
、
霊
巌
寺
住
持
と
な

つ
た
禅
者

の
伝
歴
を
述

べ
て
詳
細
で
あ
る
。

い
つ
た

い
霊
巌
寺
は
、
古
く
魏
孝
明
帝
の
正
光
元
年

(
5
2
0
)
法
定
の

創
建
に
な
る
と
い
わ
れ
、
の
ち
玄
癸

・
恵
浄

・
仁
欽

・
延
殉

・
僧
志

・

行
詳
と
い

つ
た
人
々
の
住
山
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て

は
割
愛
し
、
今
、
時
代
を
北
宋
以
後
に
限
定
す
る
な
ら
、
ま
ず
注
目
す

べ
き
は
明
昌
7
年

(
1
1
9
5

)
建
碑

の

「十
方
霊
巌
寺
碑
」

の
記
述

で
あ

る
。
同
碑
は
す
で
に
常
盤
大
定
氏

〔支
那
仏
教
史
蹟
踏
査
記
〕
(
2
6
6
頁
)

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
霊
巌
寺
が
此
地
の
巨
刹
で
あ
り
、
か

つ
十
方
住

持
刹
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
さ
ら
に
熈
寧
6
年

(
1
0
7
3

)
に
雲
門

宗

の

仰
天
元
が
入
院
し
て
以
後
、
霊
巌
寺
は
禅
院
と
な
つ
た
と
す
る
。
仰
天

元
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
今

〔泰
山
志
〕
収
録
の
塔
銘
や

そ
の
他
の
資
料
を
利
用
し
て
世
代
を
考
え
て
み
る
と
、
今
後
の
補
正
を

必
要
と
す
る
面
も
あ
ろ
う
が
左
表
の
ご
と
く
な
る
。
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前
表
に
よ
れ
ば
、
霊
巌
寺
を
拠
点
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
、
ま
ず
雲

門
宗
の
人
々
、
つ
い
で
臨
済
宗
黄
竜
派
、
さ
ら
に
曹
洞
宗
の
人

々
で
あ

る
こ
と
が
分
る
。

こ
の
う
ち
2
世
-
7
世
の
間

に
擬
し
う
る
人
と
し
て

は
ま
ず
顕
顯

・
志
懸
の
存
在
が
あ
る
。
顕
顯
は
長
藍
宗
信
の
嗣
、
志
原

は
長
藍
応
夫
の
嗣
で

〔続
灯
録
〕
(
1
8)等
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
と
い
う

以
上
は
不
明
で
あ
る
が
い
つ
れ
も
北
宋
代
の
人

で
あ
り
、
仰
天
元
に
引

き
続
い
て
の
晋
住
で
あ
つ
た
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
初
祖
よ
り
8
世

ま
で
の
間
に
あ
と
3
名
の
禅
者
を
補
足
す
る
課
題
が
残
さ
れ
る
。

黄
竜
派
の
禅
者
と
し
て
は
、
ま
ず
重
確

が
あ

る
。
重
確
は
す

で
に

〔続
灯
録
〕
(
1
3
)
等
に
立
伝
さ
れ
て
お
り
、
彼

が
善
光

・
黄
漿

・
霊
巌
。

十
方
浄
因
禅
院
の
諸
刹
に
歴
住
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
浄
如

に
は
皇
統
2
年

(
1
1
4
2

)
建
碑
の
塔
銘
が
あ
つ
た
と
さ
れ
、
そ

の
全
文

は
知
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も

「
考
証
」
の
部
分
で
そ
の
略
伝
が
記
さ
れ
、

〔新
続
高
僧
伝
四
集
〕
(16
)
で
は
道
殉
と
と
も
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
浄
如
の
霊
巌
寺
晋
住
が
大
徳
元
年

(
1
1
3
5

)
で
あ

り
、
皇
統
元
年

(
1
1
4
1

)
に
示
寂
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

曹
洞
禅
者
と
泰
山
霊
巌
寺
 (永

井
)
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定
光
道
殉
に
は

「
済
南
府
十
方
霊
巌
禅
寺
第
九
代
定
光
禅
師
塔
銘
」

が
あ
る
。
道
殉
は
皇
統
元
年
、
浄
如
没
後
の
霊
巌
寺
に
入
り
、
皇
統
2

年
6
月
23
日
示
寂
、
世
寿
57
、
坐
夏
3
2で
あ
つ
た
。
次
に

「
済
南
府
霊

巌
山
省
差
住
持
伝
法
第
十
代
雲
禅
師
塔
銘
」
の
現
存
す
る
巨
済
法
雲
が

い
る
。

こ
の
人
の
碑
銘
は
下
の
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の

嗣
承
を
智
海
智
清
の
法
嗣
と
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
智
清
の
孫
弟
子
と

す
べ
き
か
確
定
し
え
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
皇
統
6
年

(
1
1
4
6

)
に

は

「霊
巌
寺
傅
大
士
梵
相
十
勧
碑
」
を
建
立
し
て
お
り
、
そ
の
時
点
で

す
で
に
住
持
職
を
務
め
、
多
分
塔
銘
建
碑
の
前
年

(皇
統
8
年
1
1
4
8
)
八

月
に
示
寂
し
た
と
思
わ
れ
る
。
黄
竜
派
の
禅
者
に
つ
い
て
は
そ
の
梗
概

の
み
を
述

べ
た
が
、
今
そ
の
嗣
承
を
記
し
て
お
こ
う
。

黄
竜
慧
南

雲
居
元
祐

東
林
常
総

蘭
元
子
埼

霊
岩
重
確

智
海
智
清

広
鑑
行
英

薦
福
道
華

法
華
永
言

方
山
浄
如

巨
済
法
雲

定
光
道
殉

さ
て
、
法
雲
以
後
、
霊
巌
寺
に
晋
住
し
た
人
と
し
て
は
、
〔続
伝
灯

録
〕
(
1
2)に
そ
の
名
の
み
を
記
す
、
芙
蓉
道
楷
の
嗣
の
霊
巌
応
の
存
在

を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
人
に
つ
い
て
は
伝
歴
等

一
切
が
不

明
で
あ

る
が
、
道
楷

(
1
9
4
3
-
1
1
1
8

)
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
や
は
り
大
明
宝
以
前
の
住
持
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

皇
統

9
年

(
1
1
4
9

)
に
入
院
し
た
人
と
し
て
大
明
宝

(
1
1
1
4
-
1
1
7
3

)

が
い
る
。
宝
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
石
井
修
道
氏

「芙
蓉
道
楷
と
そ
の

弟
子
た
ち
」
(曹
洞
宗
研
究
紀
要
5
)
が
論
考
す
る
ご
と
く
、
〔金
文
最
〕

(
56
)
に
そ
の
塔
銘
が
、
ま
た

〔金
石
葦
編
〕
(
1
5
4
)
に
は
霊
巌
寺
入
院

の
際
の
開
堂
疏
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

〔泰
山
志
〕
も
や
は
り
同
様
の
開

堂
疏
を
収
め
て
い
る
。
大
明
宝
に
つ
い
で
霊
巌
寺
に
住
し
た
人
と
し
て

は
、
天
徳
3
年

(1
1
5
1)
以
前
に
入
院
し
、
同
年
に

「霊
巌
寺
山
場
界

至
図
」
(本
文
欠
)
を
建
碑
し
た
と
い
う
裕
顕

と
、
正
隆

元
年

(
1
1
5
7

)

以
前
に
入
院
し
、
同
年
に

「
霊
巌
寺
釈
迦
宗
派
図
」
(本
文
欠
)
を
建
碑

し
た
と
い
う
法
深
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
二
禅
者
に
つ
い
て
も
殆

ん
ど
不
明
で
あ
る
。

17
世
に
確
定
し
う
る
の
は
大
明
宝
の
法
嗣
の
方
山
恵
才
(
1
1
2
3
-
1
1
8
6

)

で
あ
る
。
恵
才
に
つ
い
て
は

〔金
文
最
〕
(
56
)
に

「長
清
県
霊
巌
才
公

禅
師
塔
銘
」
の
あ
る
こ
と
が
石
井
氏
に
よ

つ
て
指
摘
さ
れ
、
〔泰
山
志
〕

は
、
恵
才
自
筆
に
な
る

「
霊
巌
寺
方
丈
恵
才
詩
刻
」
の
碑
が
、
大
定
18

年

(
1
1
7
8

)
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
さ
ら
に
大
定
肝
年

(
1
1
8
7

)
11
月
に
建
碑
さ
れ
た
と
い
う
恵
才
の
塔
銘
は
、
そ
の
本
文
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
考
証

の
部
分
で
、

詩
刻
於
大
定
十
八
年
、
其
時
恵
才
正
居
方
丈
、
自
号
方
山
野
人
、
至
是
二
十

七
年
乃
示
寂
於
興
化
臭
、
才
公
住
霊
巌
為
第
十
七
代
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
大
明
宝
↓

裕
顕
↓
法
深
↓
恵
才
の

住
持
次
第
は
動
か
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
宝
を
し
て
1
4世
に
擬
し

う
る
で
あ
ろ
う
。
恵
才
以
後

の
人
々
に
つ
い
て

は
紙
数

の
関
係
も
あ

り
、
別
の
機
会
に
述

べ
る
。

(細
注
省
略
.
未
完
)
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